
減
額
の
適
用
時
期
は
２
０
２
１
年
４
月
分
か
ら
と
な
り
ま
す
。

（
２
０
１
７
年
度
以
降
４
年
ぶ
り
の
減
額
）

　

今
回
は
、賃
金
水
準
の
下
落
を

反
映
し
て
減
額
さ
れ
ま
す
が
、今

後
少
子
高
齢
化
が
さ
ら
に
進
む
こ

と
が
予
想
さ
れ
て
お
り
、１
９
９
０

年
で
は
５
人
で
１
人
の
年
金
を
支

え
て
い
た
の
に
対
し
、２
０
５
０

年
に
は
１
人
で
支
え
る
時
代
を

迎
え
る
可
能
性
が
高
く
な
っ
て
い

ま
す
。

　
「
人
生
１
０
０
年
時
代
」と
呼
ば

れ
る
長
寿
化
社
会
が
到
来
し
、リ

ス
ク
が
多
様
化
し
て
い
く
中
、「
家

計
の
見
直
し
」や「
資
産
寿
命
を
延

ば
す
」な
ど
の
早
め
の
対
策
が
必

要
と
思
わ
れ
ま
す
。身
近
な
フ
ァ
イ

ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
に
相
談

さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

第
41
回

知って
おきたいQ

コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
、公
的
年
金
の
受
給
額
が
減
額
さ
れ
る

と
聞
き
ま
し
た
。こ
れ
か
ら
の
生
活
に
ど
の
程
度
の
影
響
を
受
け

る
の
か
を
教
え
て
下
さ
い
。

暮
ら
しと
お
金
の
い
ろ
は

２
０
２
１
年
４
月
現
在
の
税
制･

税
率
に
基
づ
き
作
成
し
て
い
ま
す
。
税
制･

税
率
は
将
来
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
個
別
の
税
務
に
関
す
る
取
り
扱
い
は
、
税
理
士
ま
た
は
所
轄
の
税
務
署
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

A
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
経
済
活
動
の
停
滞
が

影
響
し
、公
的
年
金
の
受
給
額
が
０.1
％
減
額
さ
れ
る
と
発
表

さ
れ
ま
し
た
。

協
力 

募
集
代
理
店 

㈲
フ
ァ
ミ
リ
ー
ラ
イ
フ 

ク
ラ
モ
チ
　
大
森
　
健
一
さ
ん

独
立
系
Ｆ
Ｐ
事
務
所
㈲
フ
ァ
ミ
リ
ー
ラ
イ
フ
ク
ラ
モ
チ
代
表
。Ａ
Ｆ
Ｐ
・
住
宅

ロ
ー
ン
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
資
格
を
活
用
し
、
セ
ミ
ナ
ー
講
師
・
個
別
相
談
等
を
実
施
。

募
集
代
理
店 

㈲
フ
ァ
ミ
リ
ー
ラ
イ
フ 

ク
ラ
モ
チ　

土
浦
市
永
国
９
９
７
の
１　

０
１
２
０
・
１
２
３
０
６
５

（
60
代 

男
性
）

1990年では５人で１人の年金を支えていたのに対し、2050年には１人に！
※予測は今後変更される可能性があります。基礎年金の年金扶養率に基づき記載

少子高齢化に弱い公的年金制度

１人５人

少子高齢化が
進むと

給付減給付減
負担増負担増

年金給付

保 険 料

年金給付

保 険 料

2050年1990年

￥ ￥ ￥ ￥ ￥
￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥

￥ ￥

受
給
額
に
つ
い
て
は

●
自
営
業
者
な
ど
の
国
民
年
金
に
つ
い
て
は
月
額
６
万
５
０
７
５
円
と
な
り

　

前
年
よ
り
も
66
円
の
減
額
と
な
り
ま
す
。

　
（
国
民
年
金
は
40
年
間
保
険
料
を
納
め
た
場
合
）

●
厚
生
年
金
を
受
け
取
る
夫
婦
２
人
の
モ
デ
ル
世
帯
で
は
月
額
22
万
４
９
６
円

と
な
り
、２
２
８
円
の
減
額
と
な
り
ま
す
。

、


